
告 示

�愛媛県告示第６５６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６５７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関の名称が、次のように変更された。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６５８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように休止した旨の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

愛媛県四国中央保健所 四国中央市三島宮川四丁
目６番５５号 令和２年２月３日

百 合 田 歯 科 医 院 宇和島市伊吹町９４６番地
５ 令和２年３月１日

つ ば さ 薬 局 喜多郡内子町内子７７８番
地１ 令和２年４月１日

愛南町国保一本松病院附属
内海診療所

南宇和郡愛南町柏４３４番
地１ 令和２年４月１日

み ん な の 薬 局 西条市大町１６９５－４ 令和２年４月３０日

おおくぼこどもクリニック 大洲市徳森２２６４－８ 令和２年５月１日

す ず ね 薬 局 大洲市徳森２２６４－１１ 令和２年５月１日

おちクリニック 内科・循
環器内科

今治市馬越町一丁目２番
２８号 令和２年５月１日

みやざきメンタルクリニッ
ク

西条市大町１６９９番地３
エストソレイユ紺屋町２０
４

令和２年５月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
キッズクリニックＤｒ．パ
パ

西条市周布４８６番地３ 令和元年１０月１日
（変更前）
キッズクリニックパパ

医療機関の名称 医療機関の所在地 休止年月日

大 洲 市 豊 茂 診 療 所 大洲市豊茂甲５３６番地の
１ 令和２年４月１日

医 療 法 人 橘 医 院 伊予市灘町１３６－３ 令和２年４月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１１２号 令和２年６月９日

令和２年６月９日火曜日 第１１２号

愛 媛 県 報

４５０
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�愛媛県告示第６５９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６６０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように再開した旨の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第６６３号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６６１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６６２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関（指定訪問看護事業者等）から、指定訪問看護事業等を次の

ように廃止した旨の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

愛媛県四国中央保健所 四国中央市三島宮川四丁
目６番５３号 令和２年２月２日

つ ば さ 薬 局 喜多郡内子町内子７７８番
地１ 令和２年３月３１日

ア ロ マ 薬 局 伊予市灘町２６番地 令和２年３月３１日

大洲市国民健康保険青島診
療所

大洲市長浜町青島７８番地
の６ 令和２年３月３１日

し の ざ き 医 院 伊予郡松前町西高柳２４６
番地４ 令和２年３月３１日

三 � 内 科 宇和島市中央町一丁目３
－１９ 令和２年３月３１日

愛南町国保一本松病院附属
内海診療所 南宇和郡愛南町柏３８２ 令和２年３月３１日

白 石 循 環 器 科 四国中央市金生町下分７９
４－１ 令和２年４月１日

浜 本 内 科 新居浜市西の土居町二丁
目６番２２号 令和２年４月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 再開年月日

大 洲 市 豊 茂 診 療 所 大洲市豊茂甲５３６番地の
１ 令和２年５月１日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

新居浜医療福祉生活協同組合 新居浜市萩生１０６１番地 訪問看護リハステーション新
田

新居浜市新田町一丁目９番９
号 令和２年５月１２日

株式会社明生ハートケア 四国中央市金生町下分１３３２番
地

明生訪問看護ステーション
「ひまわり」

四国中央市金生町下分１３４８番
地１ 令和２年５月１２日

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る指定訪問看護事業等を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社アポトライ 宇和島市丸之内三丁目２番１
号

ラポール訪問看護ステーショ
ン

宇和島市恵美須町一丁目４番
２３号 令和２年４月１日

医療法人明生会 四国中央市金生町下分１２４９番
地１

明生会訪問看護ステーション
「ひまわり」

四国中央市金生町下分１３４８番
地１ 平成２９年６月３０日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和８
年７月
１９日

愛媛県
第１２１７
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

スーパ
ーＭＧ

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１４．５
内く溶
性苦土
１０．０

その他
の制限
事 項
は、公
定規格
のとお
り

株式会社研農
高知県高知市百
石町二丁目２５番
２０号

愛 媛 県 報令和２年６月９日 第１１２号

４５１



�愛媛県告示第６６４号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市伯方町木浦字鮴乙７３９の２

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

急傾斜地崩壊防止施設用地とするため

�������
�愛媛県告示第６６５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市垣生土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年６月９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６６６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市多喜浜土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年６月９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

�������
�愛媛県告示第６６７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道前平野土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第６６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県東予地方局長 齊 藤 直 樹

就 任

〃 玉 井 敏 � 西条市丹原町高松甲１３５１番地１

監 事 日 野 貴 文 西条市小松町妙口甲２４９番地

〃 首 藤 篤 西条市丹原町池田１８７５番地３

〃 渡 部 衛 治 西条市広岡３５１番地

〃 十 亀 直 敏 西条市河之内甲４９６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 金一郎 西条市丹原町志川甲１０２７番地

〃 橋 本 � 市 西条市小松町大頭甲２５４番地１

〃 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 小 野 治 美 西条市氷見甲２０番地６

〃 今 井 敬 三 西条市玉之江２９３番地

〃 横 江 政 雄 西条市周布１５５３番地

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 西 山 � 智 西条市北条２４３番地

〃 石 原 保 志 西条市明理川１７１番地

〃 山 田 好 一 西条市広岡５６４番地

〃
有限会社エイ・コム・
エス代表取締役
高 橋 正

西条市丹原町池田１３９８番地２

〃 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 佐 山 等 西条市丹原町田野上方１６８５番地２

〃 佐 伯 峰 義 西条市丹原町田野上方２１２６番地

〃 楠 學 西条市坂元甲３９番地

〃 莖 田 元 近 西条市三芳９４７番地２

〃 日和佐 直 西条市大野２６６番地１

〃 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 玉 井 敏 � 西条市丹原町高松甲１３５１番地１

監 事 曽 我 敏 数 西条市小松町妙口甲１２４０番地

〃 首 藤 篤 西条市丹原町池田１８７５番地３

〃 渡 部 衛 治 西条市広岡３５１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 佐々木 則 彦 西条市丹原町関屋甲４４３番地３

〃 橋 本 � 市 西条市小松町大頭甲２５４番地１

〃 堀 江 幸 二 西条市小松町新屋敷甲１８８４番地

〃 小 野 治 美 西条市氷見甲２０番地６

〃 今 井 敬 三 西条市玉之江２９３番地

〃 藤 岡 芳 秀 西条市周布１８１５番地

〃 近 藤 政 晴 西条市高田７９５番地２

〃 一 色 和 成 西条市三津屋３７０番地

〃 檜 垣 鐵 雄 西条市円海寺２４９番地１

〃 山 田 好 一 西条市広岡５６４番地

〃
有限会社エイ・コム・
エス代表取締役
高 橋 正

西条市丹原町池田１３９８番地２

〃 近 藤 信 利 西条市丹原町高知４５５番地

〃 山 内 雅 明 西条市丹原町北田野９５１番地１

〃 佐 伯 峰 義 西条市丹原町田野上方２１２６番地

〃 村 松 忍 西条市坂元甲３２３番地

〃 垂 水 � 明 西条市三芳８７９番地１

〃 日和佐 直 西条市大野２６６番地１

〃 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 近 藤 美喜男 新居浜市下泉町一丁目３番１４号

〃 神 野 師 算 新居浜市庄内町六丁目１０番６４号

〃 伊 東 明 満 新居浜市新須賀町一丁目６番４０号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 高 橋 恭 治 新居浜市下泉町一丁目１番４９号

〃 相 原 悦 滋 新居浜市坂井町三丁目１１番３７号

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町一丁目６番６号

〃 藤 田 浩 新居浜市庄内町三丁目５番３号

〃 浮 橋 孝 新居浜市庄内町三丁目６番２０号

〃 神 野 喜代重 新居浜市城下町３番１７号

〃 岡 田 宗 樹 新居浜市新須賀町二丁目４番１８号

愛 媛 県 報令和２年６月９日 第１１２号

４５２
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退 任

�������
�愛媛県告示第６６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市南高井土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年６月９日

愛媛県中予地方局長 東 公 弘

�愛媛県告示第６７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和２年６月９日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

�愛媛県告示第６７２号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の２５第２項の規定により、指定一般相談

支援事業者から次のとおり指定一般相談支援事業を廃止する旨の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県南予地方局長 河 瀬 利 文

〃 岡 田 好 弘 新居浜市田所町６番２８号

監 事 野 村 理 新居浜市下泉町一丁目１５番１９号

〃 神 野 勝 志 新居浜市庄内町五丁目１２番１４号

〃 村 尾 浩 一 新居浜市新須賀町二丁目８番１６号

〃 塩 見 進 新居浜市庄内町四丁目６番５０号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 和 史 新居浜市庄内町三丁目３番１８号

〃 田 村 浩 志 新居浜市田所町３番２４号

〃 近 藤 美喜男 新居浜市下泉町一丁目３番１４号

〃 川 端 武 訓 新居浜市新須賀町二丁目６番４４号

〃 相 原 悦 滋 新居浜市坂井町三丁目１１番３７号

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町一丁目６番６号

〃 伊 東 明 満 新居浜市新須賀町一丁目６番４０号

〃 高 橋 恭 治 新居浜市下泉町一丁目１番４９号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 神 野 師 算 新居浜市庄内町六丁目１０番６４号

〃 藤 田 浩 新居浜市庄内町三丁目５番３号

監 事 岡 田 宗 樹 新居浜市新須賀町二丁目４番１８号

〃 山 下 計 三 新居浜市庄内町三丁目１１番１９号

〃 � 橋 豊 新居浜市下泉町二丁目２番５５号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 興居島循環線 松山市泊町甲３６６番３

旧 ６．０～１２．３ ０．０２８

新 ６．４～３４．５ ０．０２８

〃 〃 松山市泊町甲３６７番

旧 ８．４～９．８ ０．０１４

新 １０．５～１３．４ ０．０１４

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２１４００３２６ ＮＰＯ法人ＳＨＯＷ－
ＹＡ

愛媛県西予市宇和町小
原６７９ 兵 頭 美 樹 共同生活援助 いのう家 愛媛県西予市宇和町稲

生５０９番地
令和２年
６月１日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支援の種類

廃止に係る指定一般相談支援事業所
廃 止
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３０３００５２５ 社会福祉法人八つ鹿会 愛媛県宇和島市和霊元
町二丁目４番２７号 下 田 春 彦 地域移行支援 相談支援事業所 八つ

鹿工房
愛媛県宇和島市和霊元
町二丁目４番２７号

令和２年
５月３１日

３８３０３００５２５ 社会福祉法人八つ鹿会 愛媛県宇和島市和霊元
町二丁目４番２７号 下 田 春 彦 地域定着支援 相談支援事業所 八つ

鹿工房
愛媛県宇和島市和霊元
町二丁目４番２７号

令和２年
５月３１日

愛 媛 県 報令和２年６月９日 第１１２号
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�愛媛県告示第６７３号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第６７５号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 佐 藤 慎 二 今治市喜田村７丁目１番６号 令和

２年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科
独立行政法人地域医
療機能推進機構宇和
島病院

玉 井 貴 之 宇和島市賀古町２丁目１番３７号 令和
２年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科
独立行政法人地域医
療機能推進機構宇和
島病院

小 倉 麻 由 宇和島市賀古町２丁目１番３７号 令和
２年６月１日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・小腸機能障害 内 科 松野町国民健康保険

中央診療所 野 間 章 裕 北宇和郡松野町大字延野 １々４０６番地第４ 令和
２年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 市 立 宇 和 島 病 院 岩 本 昌 也 宇和島市御殿町１番１号 令和
２年６月１日

肢体不自由、心臓・ぼうこう又
は直腸・小腸機能障害 外 科 愛媛県立今治病院 稲 荷 真 愛 今治市石井町４丁目５番５号 令和

２年６月１日

肢体不自由、心臓・呼吸器機能
障害

リハビリテー
ション科

真網代くじらリハビ
リテーション病院 田 中 貴 俊 八幡浜市真網代甲２２９－５ 令和

２年６月１日

ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓
機能障害 消化器内科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 船 水 尚 武 東温市志津川 令和
２年６月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 大 原 雄 大 東温市志津川 令和

２年６月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 坂 本 佳 代 東温市志津川 令和

２年６月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 高 木 亮 太 東温市志津川 令和

２年６月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害

耳鼻いんこう
科

国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 村 川 誠太郎 東温市志津川 令和

２年６月１日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 市立八幡浜総合病院 堤 甲 輔 八幡浜市大平１番耕地６３８番地 令和

２年６月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

川 本 貴 康 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 社会医療法人石川記念会ＨＩ

ＴＯ病院 四国中央市上分町７８８－１ 令和２年
５月１日

宮 � 慈 大 社会医療法人同心会西条中央
病院 西条市朔日市８０４番地 国立大学法人愛媛大学医学部

附属病院 東温市志津川 令和２年
４月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科
独立行政法人地域医
療機能推進機構宇和
島病院

友 澤 翔 宇和島市賀古町２丁目１番３７号 令和
２年５月７日

愛 媛 県 報令和２年６月９日 第１１２号
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公 告

�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリ－ニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項の規定

による令和２年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。

令和２年６月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

令和２年９月３日（木）午前９時

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

� 実地試験

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

３ 受験願書の提出期間

令和２年７月２０日（月）から８月３日（月）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

令和２年６月９日 発行

愛 媛 県 報令和２年６月９日 第１１２号
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